
 

船舶事故調査報告書 

平成２８年１０月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年４月８日 ０９時０３分ごろ 

発生場所 山口県長門市今岬南南東方沖 

 今岬灯台から真方位１５２°１,２００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２４.４′ 東経１３１°０８.２′） 

事故の概要 漁船壹
いち

鷹
たか

丸は、北進中、また、漁船清
せい

幸
こう

丸は、さざえ刺し網漁を行

いながら漂泊中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成２８年６月７日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 壹鷹丸、８.９２トン 

    ＹＧ２－６８０７（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ 漁船 清幸丸、４.９トン 

   ＹＧ３－５５２１１（漁船登録番号）、個人所有 

   第２９１－４２９３６号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に亀裂 

Ｂ 船尾部に破損等 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向  南、風力  ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、約２０ノット（kn）の速力（対

地速力、以下同じ。）で、手動操舵により漁場に向けて北進中、Ｂ船

と衝突した。 

Ａ船は、約１５kn 以上の速力になると船首浮上による死角が生じ

た。 

船長Ａは、船首を左右に振って前方を確かめる回数が少なかったの

で、Ａ船に気付かなかったのかもしれないと本事故後に思った。 

Ｂ船は、船長Ｂほか１人が乗り組み、船首が北北西方に向いた状態

で漂泊し、さざえ刺し網の仕掛け作業を行っていた。 

船長Ｂは、ＧＰＳプロッターと魚群探知機の画面を見て水深と船位

を確かめながら、瀬の上に位置するように、機関を中立の状態から適

宜に前後進に操作していたとき、網を入れていた乗組員が大声を発し

たので船尾方を振り向いたところ、至近に迫ったＡ船に気付いたもの

の、どうすることもできなかった。 

分析 Ａ船は、船長Ａが死角を補う見張りを適切に行っていなかったこと



 

から、漂泊中のＢ船に接近していることに気付かなかったものと考え

られる。 

Ｂ船は、船長Ｂが魚群探知機とＧＰＳプロッターの画面を見ていて

見張りを適切に行っていなかったことから、接近するＡ船に気付かず

に漂泊を続けたものと考えられる。 

原因 本事故は、船長Ａ及び船長Ｂが、共に見張りを適切に行っていなか

ったため、両船が衝突したものと考えられる。 

 


